
■ 予算議案

■

1 会計別予算額 (単位：千円）

補正前予算額 補　正　額 計 補正回数

40,583,400 5,667,483 46,250,883 第８回

2 一般会計財源内訳 (単位：千円）

補正前予算額 補　正　額 計 備　　　考

7,188,008 340,057 7,528,065

2,004,885 3,600,000 5,604,885

3,932,822 1,727,426 5,660,248

ふるさと応援基金繰入金 2,274,416 1,727,426 4,001,842

歳入合計 40,583,400 5,667,483 46,250,883

寄附金

繰入金

令和５年度１月専決補正予算の概要

国庫支出金

区　　　　　　　分

【地方自治法第１７９条第３項】

　専決処分を行った場合には、次の議会において専決処分内容を報告し承認を求めなければならない。

区　　　　　　　分

　　令和５年度近江八幡市一般会計補正予算（第８号）

一　　　　般　　　　会　　　　計

令和５年度一般会計１月補正予算（第８号）（専決日：令和６年１月１５日）について

　税制度の関係で年末に向けて増加傾向にある『ふるさと応援寄附金』について、現予算を大幅に上回る

寄附の申し込みに伴い、寄附金収入及び寄附者に対する謝礼品等の経費支払が必要となり、また、国

が新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置に対応するため令和５年度一般会計予備費使用を閣

議決定したことを受け、特に『低所得者への迅速な給付』に予算対応が必要なため、議会を招集する時

間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９条第１項に基づき、長の専決処分とし、同条第３項に

基づく議会の承認については、２月１５日開会予定の市議会定例会において報告するものです。

【地方自治法第１７９条第１項】

　長の専決処分：議会を召集する時間的余裕がないと認めるときは、その議決すべき事件を処分することができる。



令和５年度１月専決補正予算 事業一覧

所　　　属 事　　　業　　　名 節 内　　　　　　　　容 金　額

魅 力 発 信 課 ふるさと応援事業 積 立 金 等
現予算を上回る寄附金の積立および
返礼品経費等事務費

5,327,426

福 祉 政 策 課
電力・ガス・食料品等価格高
騰重点支援給付金事業

負担金補助及
び 交 付 金 等

【国事業】
令和５年度市民税均等割のみ課税世
帯に１世帯当たり１０万円給付
非課税世帯および均等割のみ課税世
帯にかかる１８歳以下児童１人に対
し５万円加算給付

340,057

（単位：千円）


